
 

研修名 専門課程 流域治水 《新規》 【集合】 （令和５年度～） 

 

目 的・ 

重点事項 

 現場における流域治水の推進に必要な特定都市河川制度等の専門知識と、まちづくり
や下水道等の関連する知識を学び、実践的な問題解決能力や企画立案能力を修得させる
ことを目的とする。 
 以下の点を重点項目とする。 
① 流域治水の背景や現状、流域治水関連法等の法令に関する専門知識の修得 
② 現場実習による流域治水を現場で実践する上での専門知識の修得 
③ まちづくりや下水道等、流域治水に関する河川分野以外の知識の修得 
④ 課題研究による問題解決能力や企画立案能力の向上 
  「河川流域全体のあらゆる関係者が協働し実施する流域治水（予定）」をテーマに

討議を行い、問題解決能力の向上を図る。 

 

対象者 

 国土交通省、内閣府沖縄総合事務局、都道府県、政令指定都市、特別区、市町村又 
は独立行政法人等の職員で、流域治水に関する業務を担当し、次のいずれかに該当す 
る者 
①  本局の課長補佐、建設専門官又はこれと同等の職にあると認められる者 
②  事務所の課長、建設専門官又はこれと同等の職にあると認められる者 
③  ①又は②の者と同程度の能力を有すると認められる者 

 

定員(人) 
国土交通省 

内閣府沖縄

総合事務局 
地方公共団体 独立行政法人等 団体 計 

２３ １ １０ １  ３５ 

研修期間 
２７．０ ３１．５時間 

５日間 

令和５年 ５月２２日（月）～ 

令和５年 ５月２６日（金） 

 

 

カリキュラ

ム内容 

(予定時間) 

１．講義（１１．５ １３．０）  
① 講話、流域治水の推進   （３．０ ３．５） 
② 流域治水の現場実践、先進事例、ソフト対策等（３．５ ４．５） 
③ まちづくり、下水道、田んぼダム・ため池、公共施設での取組、民間企業の取

組等 （５．０） 
 
２．課題研究（９．０ １０．０） 
  「河川流域全体のあらゆる関係者が協働し実施する流域治水（予定）」 
 
３．現場実習（５．０ ７．０） 

（関東地方整備局京浜河川事務所（予定）） 
 
４．その他（１．０ １．５） 
  入校式、修了式、オリエンテーション、ガイダンス  

       計  ２７．０ ３１．５ 

前年度からの 

主な変更点 
 

担  当  建設部 建設第一科 （TEL：０４２－３２１－０６４５） 

備  考  テキスト代（予定）２０，０００円 

 

 


